従業員の皆様へ
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富士オフィス＆ライフサービス株式会社

保　険　事　業　部

一般生命保険の保険料給与天引きのご案内
口座引落契約を給与天引きに変えませんか？

銀行等の口座振替（月払）で生命保険の保険料をお支払いしているご契約はありませんか？

富士電機団体扱い（給与天引き）に変更すると、団体料率が適用され、保険料がお安くなる
場合がありますので、是非ご検討下さい。

（＊）給与天引きにした場合の払込方法は月払いのみとなります。
現在の払込方法が年払い、半年払いの場合は、給与天引き保険料の方が高くなる場合があります。
また、　保険会社、保険種類、保険期間、年齢条件等により差異があります。
（＊）一部給与天引きの取扱ができない保険がありますので、詳しくは各生命保険会社までご確認願います。

●給与天引き取扱可能生命保険会社は下記のとおりです。●
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●お手続きについて●

保険料の払込方法を給与天引きに変更をご希望される方は、ご契約されました生命保険会社の
ご担当販売員の方へ『富士電機団体』に入る旨と、ご自身のご従業員番号をお申し出ください。
給与天引き可能な保険であればお手続きしていただけます。　　　　　　　　　　　　　　　

●お問合・担当窓口●　　　　　　　　
富士オフィス＆ライフサービス株式会社　　　　　　　　　
保険事業部　管理部　　青木（陽）、鈴木　

電話０３－５４３５－７３１８（内線　３７６８３、３７９０７）

●その他●　
ご退職された場合は、団体料率保険料は終了※致します。お客様よりご契約の生命保険会社にご連絡を
いただき、払込方法のご変更をお願い致します。
※朝日生命につきましては、退職団体制度があり、ご退職後の口座引落切替後も保険料は団体料率保険料となります。
　　　　　　　　　　　以上

朝日生命・日本生命・アクサ生命・第一生命・富国生命・明治安田生命・東京海上日動あんしん生命


・三井住友海上あいおい生命・大樹生命・住友生命・ソニー生命・プルデンシャル生命・ジブラルタ生命


・アフラック生命・オリックス生命・かんぽ生命
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